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第 6 章   計画の公表と推進体制 

 

１ 計画の公表 

一人でも多くの市民に、本計画の基本理念、基本視点、施策内容などを知って

もらい、理解してもらうために、広報とんだばやし、社協とんだばやし、市及び

社会福祉協議会のウェブサイトなどを活用して広報を行っていくとともに、本計

画の概要版を作成し、地域福祉活動団体等を対象に配布を行います。 

 

 

２ 推進体制 

本計画の進捗管理については、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉をはじめ

多岐にわたる行政分野との連携体制の整備を図る必要があります。 

また、地域福祉の推進には、市民、関係機関など地域に関わる多様な主体と行

政とが協働して取り組む必要があることから、市や社会福祉協議会が実施する事

業の進捗管理に加えて、地域や福祉専門機関での取り組み状況の把握についても

努める必要があります。 

本計画に掲げられた各施策・事業の進捗管理について、計画期間の５年に合わ

せて、PDCA サイクル（PLAN（計画策定）、DO（実施）、CHECK（検証・評

価）、ACTION（見直し））に基づき実施します。 

検証・評価については、市や社会福祉協議会が実施する事業について、毎年度

進捗状況を把握し、地域福祉推進委員会（市）、地域福祉活動計画推進委員会（社

会福祉協議会）において、検証・評価の実施方法も含めて検討します。 

さらに、増進型地域福祉を推進していくための、重点プロジェクトの進捗状況

をはじめ、校区交流会議の開催方法や実施方法等についても「地域福祉推進委員

会（市）」「地域福祉活動計画推進委員会（社会福祉協議会）」において、検証・評

価を行っていきます。 
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図 増進型地域福祉づくりの推進イメージ 

 

地域の理想の姿について、校区交流会議で話し合い決定する。 
 

 
 
理想を実現するための具体的な取り組み内容・項目について、校区交流会

議で話し合い決定する。 
 
 

 

取り組みのスケジュールや役割分担などを計画化し、地域の関係者とも調

整しながら、校区プログラムとして地域で立案する。 
 
 

 
 
理想の実現へ向けて、地域ぐるみで校区プログラムを実践していく。 

 

 

 

図 フォローアップの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＡＣＴＩＯＮ 

（見直し） 

計画の見直し（５年後）次期計画策定 

第３期富田林市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

毎
年
の
流
れ 事業の進捗管理 

地域福祉活動計画推進委員会 

地域福祉推進委員会 

校区交流会議の開催 

翌年の活動への反映 

重点プロジェクト・個別施策 

地域の取り組み 
社会福祉協議会・専門職等の取り組み 

市の取り組み 

ＣＨＥＣＫ 

（検証・評価） 

ＤＯ 

（実施） 

ＰＬＡＮ 

（計画策定） 


